
伊 丹 市 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ，生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 (平 成 ２ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５  

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。）  第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 生 活 困 窮 者

自 立 相 談 支 援 事 業 (以 下 「 事 業 」 と い う 。） の 実 施 に つ い て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 事 業 の 目 的 及 び 内 容 ）  

第 ２ 条  本 事 業 の 目 標 は ， 生 活 困 窮 者 の 自 立 と 尊 厳 の 確 保 及 び ， 生 活

困 窮 者 支 援 を 通 じ た 地 域 づ く り で あ り ， 内 容 は 次 の 各 号 に 掲 げ る 業

務 と す る 。  

⑴   法 第 ３ 条 第 ２ 項 の 各 号 に 掲 げ る 業 務  

⑵  そ の 他 前 号 に 付 随 す る 業 務  

（ 事 業 の 実 施 ）  

第 ３ 条  実 施 主 体 は 伊 丹 市 と し ， 自 立 相 談 課 に お い て 実 施 す る 。  

２  福 祉 事 務 所 長 は ，事 業 を 適 切 ，公 正 ，中 立 か つ 効 率 的 に 実 施 す る

こ と が で き る 者 で あ っ て ，社 会 福 祉 法 人 ，一 般 社 団 法 人 若 し く は 一 般

財 団 法 人 又 は 特 定 非 営 利 活 動 法 人 そ の 他 福 祉 事 務 所 長 が 適 当 と 認 め

る 者 に ， 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 委 託 し て 実 施 す る こ と が で き る 。（ 市

が 直 接 行 う こ と と さ れ て い る 事 務 を 除 く 。）  

３  自 立 相 談 課 に 「 く ら し ・ 相 談 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」（ 以 下 「 セ ン タ

ー 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

（ セ ン タ ー 長 ）  

第 ４ 条  セ ン タ ー の 長 は 自 立 相 談 課 長 を も っ て 充 て る 。   

（ 相 談 の 実 施 日 ）  

第 ５ 条  事 業 所 に よ る 相 談 は ，伊 丹 市 の 休 日 を 定 め る 条 例（ 平 成 ３ 年 条

例 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 日 以 外 の 日 に 行 う 。  

（ 相 談 の 実 施 時 間 ）  

第 ６ 条  事 業 所 に よ る 相 談 の 実 施 時 間 は ，午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ３ ０ 分

ま で と す る 。 た だ し ， 福 祉 事 務 所 長 が 特 に 必 要 と 認 め る と き は ， こ

の 限 り で は な い 。   



（ 支 援 員 の 配 置 ）  

第 ７ 条  セ ン タ ー に ， 主 任 相 談 支 援 員 ， 相 談 支 援 員 及 び 就 労 支 援 員 を  

配 置 す る 。   

（ 支 援 員 の 職 務 ）  

第 ８ 条  前 項 に よ り 配 置 す る 支 援 員 の 職 務 は 次 の 各 号 に 定 め る も の と

す る 。  

⑴  主 任 相 談 支 援 員  

ア ． セ ン タ ー に お け る 相 談 業 務 全 般 の マ ネ ジ メ ン ト や 他 の 支 援 員

の 指 導 ・ 育 成 を 行 う も の と す る 。  

イ ． 支 援 が 困 難 な ケ ー ス へ の 対 応 な ど 高 度 な 相 談 支 援 を 行 う も の

と す る 。  

ウ ． 社 会 資 源 の 開 拓 ・ 連 携 等 を 行 う も の と す る 。  

⑵  相 談 支 援 員  

ア ．生 活 困 窮 者 が 抱 え る 多 様 で 複 合 的 な 課 題 を 包 括 的 に 受 け 止 め ，

そ の 者 の 置 か れ て い る 状 況 や 本 人 の 意 思 を 十 分 に 確 認 （ 以 下 「 ア

セ ス メ ン ト 」と い う 。）し た 上 で ，支 援 の 種 類 及 び 内 容 等 を 記 載 し

た 計 画 （ 以 下 「 プ ラ ン 」 と い う 。） の 作 成 を 行 う も の と す る 。  

イ ． プ ラ ン に 基 づ く 包 括 的 な 相 談 支 援 を 実 施 す る と と も に ， 相 談

記 録 の 管 理 や 訪 問 支 援 等 の ア ウ ト リ ー チ を 行 う も の と す る 。  

⑶  就 労 支 援 員  

ア ． 生 活 困 窮 者 へ の ア セ ス メ ン ト 結 果 を 踏 ま え ， そ の 状 況 に 応 じ

た 能 力 開 発 ， 職 業 訓 練 ， 就 職 支 援 ， 無 料 職 業 紹 介 ， 求 人 開 拓 等 を

自 ら 行 う と と も に ， 公 共 職 業 安 定 所 や 協 力 企 業 等 と 連 携 を 図 り つ

つ ， 生 活 困 窮 者 へ の 就 労 支 援 を 行 う 。  

（ 相 談 受 付 ）  

第 ９ 条  セ ン タ ー は ，来 所 に よ る 相 談 を 受 け 付 け る 他 ，訪 問 支 援 等 を 活

用 し た ア ウ ト リ ー チ に 努 め ， 生 活 困 窮 者 の 早 期 把 握 に 努 め る も の と

す る 。  

２  前 項 に よ り 相 談 を 受 け 付 け た 生 活 困 窮 者（ 以 下「 対 象 者 」と い う 。）

の う ち ， 他 制 度 の 紹 介 や 他 機 関 で の 対 応 が 適 当 で あ る と 判 断 さ れ る



場 合 に は ，情 報 提 供 や ，他 機 関 へ の 紹 介 に よ り 対 応 す る も の と す る 。  

３  相 談 内 容 等 よ り ， セ ン タ ー で の 継 続 的 な 支 援 が 必 要 で あ る と 判 断

さ れ る 場 合 は ， 対 象 者 よ り 支 援 の 実 施 に 対 す る 同 意 を 得 る も の と す

る 。  

（ プ ラ ン 策 定 ）  

第 １ ０ 条  プ ラ ン 策 定 に あ た っ て は ， 対 象 者 へ の ア セ ス メ ン ト 結 果 を

踏 ま え ， 課 題 解 決 の た め の 支 援 方 針 ， 支 援 内 容 お よ び 相 談 者 の 達 成

目 標 等 を 盛 り 込 ん だ プ ラ ン の 策 定 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 プ ラ ン に お い て は ，対 象 者 の 意 思 を 十 分 に 尊 重 す る も の と し ，

セ ン タ ー が 自 ら 実 施 す る 支 援 に 加 え ， 法 に 基 づ く サ ー ビ ス 及 び 公 共

職 業 安 定 所 が 実 施 す る 生 活 保 護 受 給 者 等 就 労 自 立 促 進 事 業 ， 生 活 福

祉 資 金 貸 付 事 業 等 の 公 的 事 業 や イ ン フ ォ ー マ ル に よ る 支 援 等 を 盛 り

込 む も の と す る 。                                                                                                                                                                                                                                                   

（ 支 援 調 整 会 議 ）  

第 １ １ 条  セ ン タ ー 長 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 目 的 と し て 関 係 機

関 に よ る 合 議 体 形 式 で 構 成 す る 支 援 調 整 会 議 を 開 催 す る 。  

 ⑴  前 条 に よ り 策 定 し た プ ラ ン の 内 容 が ， 対 象 者 の 課 題 解 決 及 び 目

標 の 実 現 に 向 け て 適 切 で あ る か を 判 断 す る こ と 。  

 ⑵  関 係 機 関 が ， プ ラ ン の 支 援 方 針 ， 支 援 内 容 ， 役 割 分 担 等 に つ い

て 認 識 を 共 有 し ， 了 承 す る こ と 。  

 ⑶  プ ラ ン に よ る 支 援 継 続 中 に 目 標 の 達 成 状 況 や 現 状 等 を 適 切 に 把

握 し ， 評 価 を 行 う こ と 。  

 ⑷  プ ラ ン 終 結 時 等 の 場 合 は ， 支 援 の 経 過 と 成 果 を 評 価 し ， セ ン タ

ー と し て の 支 援 の 終 結 を 検 討 す る こ と 。  

 ⑸  個 々 の ニ ー ズ に 対 応 す る 社 会 資 源 が 不 足 し て い る こ と を 把 握 し

た 場 合 は ， 社 会 資 源 の 創 出 に 向 け た 取 組 を 検 討 す る こ と 。  

２  支 援 調 整 会 議 の 参 加 者 及 び 開 催 方 法 に つ い て は ， 福 祉 事 務 所 長 が

別 に 定 め る 。  

（ 支 援 決 定 ）  

第 １ ２ 条  福 祉 事 務 所 長 は ， 前 条 に お け る 支 援 調 整 会 議 に お い て 了 承



さ れ た プ ラ ン 内 容 に 住 居 確 保 給 付 金 の 支 給 及 び 認 定 就 労 訓 練 事 業 の

あ っ せ ん 等 ,法 に 基 づ く サ ー ビ ス が 含 ま れ る 場 合 ，利 用 要 件 に 該 当 し

て い る こ と を 確 認 し た 後 ， 速 や か に 対 象 者 に 支 援 決 定 の 通 知 を 行 わ

ね ば な ら な い 。  

（ 支 援 の 開 始 ）  

第 １ ３ 条  セ ン タ ー は ， 支 援 調 整 会 議 に お い て 了 承 さ れ た プ ラ ン ま た

は 了 承 後 に 支 援 決 定 が 行 わ れ た プ ラ ン に 基 づ き ， 対 象 者 に 対 し ， 具

体 的 な 支 援 の 提 供 等 を 行 う 。  

（ 支 援 の モ ニ タ リ ン グ 等 ）  

第 １ ４ 条  セ ン タ ー は ， プ ラ ン に 基 づ き 支 援 が 始 ま っ た 後 も ， 関 係 支

援 機 関 と の 連 携 ・ 調 整 は も と よ り ， 支 援 期 間 に 応 じ て 対 象 者 の 状 況

等 を 把 握 （ 以 下 「 モ ニ タ リ ン グ 」 と い う 。） す る も の と す る 。  

２  セ ン タ ー は ， 対 象 者 の モ ニ タ リ ン グ に 応 じ ， 支 援 の 目 標 達 成 状 況

や 現 況 等 に つ い て ， 第 １ １ 条 に 定 め る 支 援 調 整 会 議 を 開 催 し ， 評 価

お よ び 判 断 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 援 プ ラ ン の 見 直 し ）  

第 １ ５ 条  前 条 第 ２ 項 に よ り ， 支 援 プ ラ ン の 見 直 し が 必 要 で あ る と 判

断 さ れ た 場 合 ， セ ン タ ー は 改 め て ア セ ス メ ン ト を 行 い ， 再 度 プ ラ ン

を 策 定 す る も の と す る 。  

（ 支 援 の 終 結 ）  

第 １ ６ 条  前 条 第 ２ 項 に よ り ， 支 援 の 終 結 と 判 断 さ れ た 場 合 は ， セ ン

タ ー は 対 象 者 に 終 結 を 伝 え た 上 で 意 思 を 尊 重 し ， 適 切 に フ ォ ロ ー ア

ッ プ 等 を 行 う こ と と す る 。  

（ 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 庁 内 連 絡 会 議 ）  

第 １ ７ 条  事 業 の 実 施 に 際 し ， 法 の 趣 旨 に 基 づ く 包 括 的 な 支 援 を 実 施

す る た め に ， 関 係 部 局 の 緊 密 な 連 携 を 図 る た め の 生 活 困 窮 者 自 立 支

援 庁 内 連 絡 会 議 （ 以 下 「 庁 内 連 絡 会 議 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

２  庁 内 連 絡 会 議 は ， 別 表 に 掲 げ る 機 関 で 組 織 す る 。  

３  庁 内 連 絡 会 議 に 議 長 を 置 き ， 福 祉 事 務 所 長 を も っ て 充 て る 。  

４  庁 内 連 絡 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は ， 福 祉 事 務 所 長



が 別 に 定 め る 。  

 （ 細 則 ）  

第 １ ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ，事 業 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項

は ， 福 祉 事 務 所 長 が 別 に 定 め る  

 

付   則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付   則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  付    則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 元 年 ８ 月 ２ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付    則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付    則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 （ 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 庁 内 連 絡 会 議 構 成 組 織 ）  

【 市 長 部 局 】  

財 政 基 盤 部  税 務 室  

 

市 民 税 課  

資 産 税 課  

徴 収 課  

市 民 自 治 部  

 

ま ち づ く り 室  ま ち づ く り 推 進 課  

市 民 相 談 課  

市 民 サ ー ビ ス 室  消 費 生 活 セ ン タ ー  

共 生 推 進 室  男 女 共 同 参 画 課  

同 和 ・ 人 権 ・ 平 和 課  

人 権 啓 発 セ ン タ ー  

健 康 福 祉 部  地 域 福 祉 室  地 域 ・ 高 年 福 祉 課  

介 護 保 険 課  

障 害 福 祉 課  

生 活 支 援 室  支 援 管 理 課  

生 活 支 援 課  

自 立 相 談 課  

こ ど も 福 祉 課  

保 健 医 療 推 進 室  国 保 年 金 課  

後 期 医 療 福 祉 課  

健 康 政 策 課  

母 子 保 健 課  

都 市 活 力 部  産 業 振 興 室  商 工 労 働 課  

都 市 整 備 室  住 宅 政 策 課  

上 下 水 道 局  経 営 企 画 室  給 排 水 課  

 

 

 

 



別 表 （ 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 庁 内 連 絡 会 議 構 成 組 織 ）  

【 教 育 委 員 会 事 務 局 】  

こ ど も  

未 来 部  

こ ど も 室  次 世 代 育 成 課  

教 育 保 育 課  

幼 児 教 育  

保 育 室  

幼 児 教 育 推 進 課  

こ ど も 発 達 支 援 セ ン タ ー  

学 校 教 育 部   学 校 教 育 課  

総 合 教 育 セ ン タ ー  

 


